
 

今林ひであき市政報告 令和 8年 第3号

市
政
報
告

○
政
令
市
が
、
生
ま
れ
た
経
緯
は
、

人
口
集
中
す
る
都
市
の
市
民
が
税
負
担
の
公
平

性
か
ら
、
自
分
た
ち
が
負
担
し
た
税
に
見
合
う

公
共
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に
、

県
の
権
限
を
一
部
、
市
に
付
与
す
る
も
の
で
す
。
。

特
別
自
治
市
は
、
こ
の
政
令
市
制
度
を
、

さ
ら
に

強
化
す
る
も
の
で
す
。

○
ま
た
、
地
方
の
あ
り
方
を
論
じ
る
に
は
、

色
々
な
手
法
が
あ
り
ま
す
が
「
大
阪
都
構
想
」

や
突
然
出
て
き
た
「
副
首
都
構
想
」
な
ど
は
、

地
方
全
体
を
考
え
た
も
の
で
な
く
、

大
阪
府
民
さ
え
よ
け
れ
ば
の
発
想
に
し
か
見
え

ま
せ
ん
。(

大
阪
市
民
は
住
民
投
票
で
2
回
否
決)

〇
仮
に
、
福
岡
県
に
都
構
想
が
適
用
さ
れ
た
場
合
、

福
岡
市
は
な
く
な
り
、

県
内
で
の
1
つ
の
区
割
り
と
な
り
ま
す
。

現
福
岡
市
民
に
使
わ
れ
る
べ
き
多
額
の
税
金
が
、

県
内
に
分
散
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
地
方
は
、
人
口
減
少
社
会

へ
の
対
応
は
で
き
る
の
か
。

〇
一
方
、
地
方
大
都
市
に
は

人
口
が
集
中
し
て
い
ま
す
。

○
地
方
分
権
に
は
、

・
道
州
制
の
他

・
都
市
優
遇
制
度
と
し
て

政
令
市
を
特
別
自
治
市
へ

昇
格
さ
せ
る
制
度
が
あ
る
。

・
一
方
、
大
阪
都
構
想
は

そ
の
地
域
の
こ
と
だ
け
を

考
え
る
発
想
で
す
。

○
大
都
市
で
は
税
負
担
が

多
く
、
税
の
公
平
性
か
ら
、

特
別
に
政
令
市
が
発
足
し

も
っ
と
、
政
令
市
に

権
限
を
集
中
さ
せ
る
の
が
、

特
別
自
治
市
で
す
。
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「
道
州
制
」
へ
の
道
筋
と

県
の
あ
り
方

○
昔
か
ら
、
地
方
分
権
・
首
都
圏
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

・

遷
都
な
ど
、
東
京
一
極
集
中
の
是
正
や

国
と
地
方
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

○
私
も
首
都
圏
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
は
、

九
大
箱
崎
跡
地
に
誘
致
で
き
な
い
か
と

議
会
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
地
方
分
権
・
特
別
自
治
市
に
つ
い
て

質
問
し
ま
し
た
。

近
年
は
、
国
の
シ
ス
テ
ム
の
統
一
化
に
よ
り

事
務
費
の
軽
減
が
図
れ
る
と
訴
え
て
い
ま
す
。

○
国
で
も
、
特
に
東
京
遷
都
、
首
都
機
能
移
転

は
、
過
去
よ
り
幾
度
も
話
題
に
な
り
ま
す
が
、

議
論
の
た
め
の
議
論
と
な
り
、
何
故
か
し
ら

本
格
的
な
実
行
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

○
し
か
し
、
差
し
迫
る

人
口
減
少
社
会
で
の
地
方
の
再
編
と
し
て
、

地
方
分
権
を
考
え
、
特
別
自
治
市
・
道
州

制
な
ど
の
中
か
ら
、
ど
の
道
を
進
む
の
か

考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す

。

道州制への道筋

現在の3層構造 4層構造

国→→県→→市 が 国→→州→→県→→市 では困る

国→→州(九州)→→市 (政令市程度の単位に再編) がベストである

市民と接する現場である市町村を大きくするのが最善

福岡県内における補助率の状況 (県から各市への補助)

※福岡県からの福岡市(政令市)への補助が少なく不公平です

連
邦
制
は
理
想
か
?

○
現
在
、
道
州
制
な
ど
の

地
方
分
権
の
議
論
は
、

低
調
で
す
。

世
界
に
目
を
向
け
る
と
、

米
国
・
ド
イ
ツ
な
ど
の

連
邦
制
国
家
で
は
、

地
方
は
、
独
立
し
た
身
近

な
行
政
の
役
割
を
果
し
、

国
は
、
国
家
の
役
割
に

専
任
出
来
て
お
り
ま
す
。

○
一
方
、
中
央
集
権
国
家
の

日
本
は
、
疲
弊
し
て
い
る

廃
藩
置
県
制
度
の
見
直
し

に
は
、
後
ろ
向
き
の
よ
う

で
す
。

○
地
方
に
独
自
性
が
あ
る

連
邦
制
ま
で
の
改
革
は

出
来
な
い
ま
で
も
、

ま
ず
は
、
地
方
の
単
位
を

大
き
く
し
た
道
州
制

(

中
2
階

で
市
民
と
の
直
接
接
点
が

な
い
県
の
あ
り
方
を
見
直
す)

ま
で
の
現
実
的
な
議
論
が
、

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

福岡市

医療費助成 事務費

子ども医療(小学生) 1/4 補助なし

重度障がい者医療 精神のみ1/2 補助なし

政令市以外の市町村

医療費助成 事務費

1/2 1/2

1/2 1/2

現状、道州制を進めるにあたり、国・県・市のあり方を議論するより、

政令市を特別自治市に昇格させて、実務の見直しをすることが、現実的である。

現在 まずは特別自治市へ昇格 最終のあり方

国→県→市 国→ 特別自治市 国→州(九州)→政令市単位

国→ 県 →市町村 (市町村を今の政令市程度の単位に再編)


